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Ⅰ 基本方針の趣旨 

 

文化は、感性を育み、人々の心を豊かにします。また、私たちの表現力を高めます。

そして、心豊かな地域づくりを推進します。その活動によって、人々のコミュニケー

ションがさかんになり、私たちに活力を与えます。その可能性は計り知れません。 

私たちは、この文化が有する活力を存分に享受することで、心の充実、生活の充実、

社会の充実を実現することができます。 

   そのために、私たちは文化に親しめる環境を整備し、和光市特有の歴史や伝統を大

切に保存・継承・活用するとともに、新しい文化を創造し、和光らしさを表現してい

く必要があります。 

   この文化振興基本方針は、市が市民や企業等と協働して行うさまざまな文化振興施

策を総合的、効果的に推進していくための基本的な方向を明らかにするとともに、市

民文化活動の共通の拠り所となる考え方を示すものです。 

   市は、社会情勢や市民ニーズの変化、施策の効果に関する評価等を踏まえ、必要に

応じてこの方針の見直しを行います。 

 

 

Ⅱ 基本方針策定の背景 

 

今日、価値観の多様化、少子・高齢化、国際化、高度情報化等の変化が急速に進む

中、人間らしさを取り戻すことや、将来を担う子どもたちの育成、地域コミュニティ

の活性化などが問われています。そのような中で、人々の精神生活や社会を支える基

盤として、文化の振興はますます重要となっています。 

   和光市では、平成 18 年３月に策定された『第三次和光市総合振興計画後期基本計画』

において、「和光の個性を伝える文化の保全／形成（文化・歴史）」が具体的な施策と

して挙げられており、「地域に残る文化資源の保全、活用、古民家※の地域に根ざした

利用・活用に加え、市民文化センターなどを積極的に活用して、市民や文化団体など

が活動しやすい環境づくりを図りながら、歴史と都市文化が融合した個性あるまちづ

くりを進めることが課題」であると明示されています。 

   また、平成 13 年 12 月に公布・施行された『文化芸術振興基本法』※において、地

方公共団体は「地域の特性に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する」とし

ています。 

和光市においても、地域の特性に応じた文化振興ビジョンを定めることが課題とな

っていたことから、この基本方針の策定に至りました。 

   和光市は、都心と地方を結ぶ交通アクセス上、利便性の高い地域に位置しており、

みどり豊かな住環境は市の特色となっています。人口は年々増加し、ベッドタウン化

の傾向がより強くなっています。周辺地域と比較しても住民の転出転入が激しいため
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に、地域の個性や特色が見えにくくなっています。こうした状況の中、市民が自分の

住んでいるまちを意識するためにも、さまざまな文化活動を盛んにして人々の結びつ

きを強めるとともに、和光市の魅力でもある水や緑、地域文化資源※を大切にし、活

用を図り、その価値を伝えていくことが求められています。 

 

 

Ⅲ 和光市の特性・地域文化資源 

 

 １ 和光市の特性 

  ⑴ 武蔵野の台地の北東部に位置する和光市は、その面影を残した湧き水とみどり豊

なまちであるとともに、都心との交通の利便性が高く、人口も増加傾向にあり、若

い世代が多いまちです。 

⑵ 市内に点在する湧き水は、古くから文化や暮らしに影響を与えてきました。江戸

時代の白子宿の繁栄とともに、洗い場跡や石組み水路など、今でもその名残が見ら

れる湧き水豊かなまちです。 

⑶ 若い世代が多いまちのため、地域コミュニティが育ちにくく、人と人とのコミュ

ニケーションの希薄化が見られる反面、若い力が新たな文化を生み出す可能性をも

っているまちです。 

⑷ 理化学研究所や国の施設があり、外国人も多く、国際色豊かなまちです。 

 

 ２ 和光市の主な地域文化資源 

⑴ 考古資料・遺跡(土器や『午
ご

王山
ぼうやま

遺跡』など) 

⑵ 歴史資料・史跡（『永代
えいだい

地方
じ か た

目録
もくろく

覚
おぼえ

』、『朮
うけら

庵
あん

』など） 

⑶ 建造物(『旧冨岡家住宅』、『長屋門』など) 

⑷ 美術工芸品(『甲冑
かっちゅう

』など) 

⑸ 民俗・民具・芸能・行事（『百
ひゃく

庚申
こうしん

』、『ささら獅子舞
し し ま い

』、『白子囃子
ば や し

』など） 

⑹ 天然記念物・自然植物(長照寺
ちょうしょうじ

の『大いちょう』など) 

⑺ 社寺（『新倉氷川
ひ か わ

八幡
はちまん

神社
じんじゃ

』、『台月山壱
だいげつざんいっ

鑑
かん

禅寺
ぜ ん じ

』など） 

⑻ 地名・道・湧水(『川越街道』、『不動の滝』など) 

⑼ 和光市ゆかりの文化人（童謡詩人『清水 かつら』、児童文学作家『大石 真』）      

⑽ 和光太鼓 

⑾ 和光市民文化センター『サンアゼリア』などの文化施設 

 

Ⅳ 対象 

文化は、人の生活に関わるものすべてを意味し、人々の生活や人とのふれあいの中
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から生まれる有形・無形のものであり、それは、人の心と生活にゆとりと潤いを与え、

まちに活力と美しさをもたらします。 

   そうしたことから文化とは、日常的な活動から非日常的な活動、つまり衣・食・住

そのものから、芸術・学術、さらには生活文化やスポーツ、宗教にいたるまで、非常

に広範囲に及ぶことから、「人の生き方そのもの」といえます。 

   このように文化の概念は広範で、人によってとらえ方もさまざまなことから、基本

方針の策定にあたっては、専門的な文化※、市民主体の文化活動、文化財※、地域文化

資源※、文化によるまちづくりを主な対象とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




